草の根援助運動スタデイツアー安全管理マニュアルVer.2

【日常的な活動】＊やっておくべきこと

1． 海外感染症専門医療機関リスト作成（全国）

2． 渡航地で感染する可能性のある感染症情報（種類、感染経路、症状、潜伏期間、予防方法、予防接種・予防薬等）データベース作成と共有化

参考：海外渡航者のための感染症情報　http://www.forth.go.jp/

国立感染症研究所感染症情報センター　http://idsc.nih.go.jp/index-j.html
３．緊急時の連絡体制（別紙）を確認し、共有化する。

４．海外旅行傷害保険について、引率者として最低限必要な知識を得ておく。

　　保険に加入していても出ない場合がある。

　　例：救援費用が出る場合…入院３日間以上、救援者費用が出る場合…入院７日間以上

　　　　病気は出ないことがある（既往症、告知義務違反）　等

【ツアー計画時】

1． ツアーを実施する時期（季節）、期間、スケジュールに無理がないか、現地の状況や対象者（参加者）に配慮し、十分に検討して、最もリスクの少ない方法を取る。

2． 行程が決定したら、シミュレーションをして、訪問先、移動ルートの医療機関（連絡先、使用言語等）、搬送ルート（手段）を確認し、対策を共有化する。事前にできる対策を取っておく。

3． 渡航地の感染症、治安に関する最新情報を収集する。（ツアー終了時まで継続）

参考：海外渡航者のための感染症情報　http://www.forth.go.jp/
　　　外務省　海外安全ホームページ　http://www.pubanzen.mofa.go.jp/

4． 上記１、２、３の情報収集にあたっては、一般に入手可能な情報のほか、現地に特有の情報収集のため、カウンターパート（NGO、旅行会社）との連絡を密に取る。

５．安全対策の観点から、可能な限り、旅行社の主催（募集型企画旅行）とする。

　　→安全のためのコストがかかるが、安全対策を売りにするという考え方もできる。

６．実施ツアーの緊急時の連絡体制を確認し、共有化する。

【参加者の申し込みから出発まで】

1． 募集時

1 事前説明会への保護者参加が可能であることを募集チラシに明記する。

２．申し込み後の連絡

①事前に感染症や予防接種、専門医療機関に関する資料を送付しておく。あわせて文書、電話等で、渡航先の感染症、治安について不明な点、心配な点などはP2に問い合わせるよう伝える。

②誓約書の提出　未成年は保護者の署名をもらう。

③健康アンケートの提出（別紙）

　健康アンケートは何のためか、何に使うか（緊急時に医師への情報として必要。何かが起きてからでは遅い）、個人情報の管理方法について、参加者に説明し、納得してもらったうえで、できる限り提出してもらう。必要に応じて、英文薬剤証明書、旅行用英文診断書を作成してもらうよう参加者にお願いする。事前説明会で現地の医療事情等を説明し、信頼関係を築いたうえで、個人的に相談する時間を作るなど、参加者が相談しやすい雰囲気を作ることも方策である。

　アンケートにより参加者の健康状態、持病を把握しておく。ツアー前に病気（風邪等も含む）をしていないかを確認する。問題があると思われる場合は、参加をお断りすることも考慮する。

④海外旅行傷害保険には必ず加入してもらう。（例えば、保険に加入していることで、緊急時に現地の医療機関や輸送サービス提供者に、その費用が支払われるという補償になる。）その際、できるだけP2（主催の場合は旅行社）指定の保険に加入してもらうようにする。（なるべく保険会社を統一する。）参加者がその他の保険を希望する場合は、加入する保険が次の内容をカバーしているか確認する。

＊感染症の潜伏期間の配慮

●治療費用保険金　旅行行程中に感染した感染症（エボラ出血熱、クリミア・コン　ゴ出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、コレラ、黄熱、回帰熱、コクシジオイデス症、デング熱、発疹チフス、マラリア、重症急性呼吸器症候群）により旅行行程終了後30日を経過するまでに医師の治療を開始されたとき。

●死亡保険金　旅行行程中に感染した感染症（上記治療費用の場合と同じ）により旅行行程終了後30日以内に死亡したとき。

· 保険補償額

補償額の最低ラインを設定する。その場合、治療費用、救援費用が十分であるか確認する。

２．事前説明会の実施

　①渡航地の感染症（種類、感染経路、潜伏期間、症状、予防方法、予防接種、感染した場合の対処方法等）について説明する。感染症専門医療機関（もしくは問合せ先）のリストも配布する。

予防接種が義務づけられている場合は、医療機関のアドバイスをし（リスト配布等）、必ず接種してもらう。さらに詳しい内容は、予防接種を受ける医療機関で相談してもらう。（予防接種の副作用等）

感染症について相談しやすい環境を作る。

説明会欠席者には、以上について個別に説明をする。

※説明責任…危険についての説明、安全管理をしていることを説明する。

　参考：国別海外感染症情報（厚生労働省）（空港などで配布）

　　　　海外渡航者のための感染症情報　http://www.forth.go.jp/
海外旅行と健康　必要な予防接種と健康上のアドバイス（2001年版）WHO

  　　　 http://malaria.himeji-du.ac.jp/IPublic/ITH/index.html

　②健康管理（ツアー前・中・後）について、現地の状況を説明し、注意を喚起する。

　　例：出発前（体調を整えて参加）、ツアー中（疲れたら休む。建物内、乗り物は冷房が強い。水浴びは体を冷やし易い、等）、ツアー後の健康管理（感染症には、潜伏期間があるので、不安な場合は感染症専門の医療機関へ）

　③渡航地の治安に関する資料を配付し、必要に応じて口頭で説明する。現地での注意点は必ず口頭で説明する。

　　a.事故やトラブルを避けるため単独行動は避け、団体で行動する。

   b. 貴重品（パスポート等）は、必ず身につけておき、各自で厳重に管理してもらう。

　参考：外務省　海外安全ホームページ　http://www.pubanzen.mofa.go.jp/

　④持ち物

　  a.薬類

　　あ：常備薬（胃腸薬、風邪薬等）は各自持参

訪問国で入手できる薬は、日本の規準と比べて、効き目が強すぎる事が多いので最後の手段と考え、必要な常備薬は参加者各自で用意してもらう。アレルギー、持病のある方は必ず事前に医療機関と相談してもらう。

　　い：引率者が持参する薬リスト　＊リスト作成

      下痢止め（調剤、市販）、胃腸薬（調剤、市販・ビオフェルミン）

      消毒薬、脱脂綿、ガーゼ、カットバン、注射針

　　　　ポカリスエット粉、レトルト粥

　　　　蚊取り線香、虫除けスプレー、虫さされ薬

b.虫除け対策　虫除けスプレー、虫さされ薬、長袖・長ズボン、靴下等

　　c.冷房よけ対策　上着等

　　d.日焼け、熱中症対策　長袖（虫除け、冷房よけにもなる）、帽子、日焼け止め等

　　e.荷物を預けるか、機内持ち込みにするかは、その都度、航空会社に問い合わせて判断する。

　　f.その他　パスポートとチケットのコピー
引率者はパスポートのコピー（参加者にコピーを事前説明会や当日に持参、もしくは事前に送付してもらう）とチケットのコピー（旅行社と相談）をとっておく。（紛失対策）

　⑤留守宅には、ツアー日程・連絡先のほか、現地に関する資料（感染症、基礎情報等）を送付する。

３．その他

1 参加者が決定したら、参加者の居住地の感染症専門医療機関もしくは問い合わせ先を調べておく。（全国リストがない場合）

2 連絡先リスト（現地連絡先、日本連絡先、参加者連絡先）を作成し、引率者はツアーに持参する。

【ツアー中】

1． 参加者の健康状態を十分注意する。毎朝、健康チェックをしてもよい。

各自の健康管理に注意を促す。（例：疲れたら休む。冷えに注意。）

2． 参加者に対し、感染症予防に注意を喚起する。

例：虫除け、食べ物・飲み物、動物に近づかない

3． 感染症予防対策がとれているかどうか常に確認する。必要に応じて、カウンターパートと対策を共有する。

例：食べ物・飲み物、虫除け（蚊帳等）

4． 最新の治安情報を収集し、参加者の安全に配慮する。単独行動をしないなど注意を促す。

5． 荷物について

　①貴重品は常に身につける。荷物からは目を離さない。

　②飛行機で荷物を預ける際の注意

　預ける荷物には、貴重品は絶対に入れないこと。なくなってもよい物だけを預けることを参加者に事前に伝える。

預けた荷物が出てこない場合は、バゲージ・タグを提示し、いつ届くのか確認する。

※事故が起きたら

1 病院へ運ぶ

・適切な医療をいち早く受けさせることが第一優先。（本人が平気と言っても高齢や持病　の場合もある。重体にならない前に早めの対応）

・連絡手段の確保　例：衛生電話

・交通手段の確保　車、ヘリ（会社の確認、料金・支払方法を事前に調べておく）（ヘリで運んだら、３日間は入院しないと保険が下りない。​＝救援費用）

・なるべくよい病院に（事前に、訪問先、移動ルートの医療機関を調べておく）

病院では、病人から離れない。（病院による）

2 旅行社に連絡する

※参加者の家族に現地から直接連絡しない。（家族への第一報は旅行社からが原則）

※必ず、旅行社に連絡し指示を受ける。（家族対応、保険など）

3 病気のときは「保険が出ます」とは絶対に言わない。

・既往症があれば、その疾病に関して保険は出ない。

· 告知義務違反があれば、保険が全て無効になってしまう。

· 家族が現地に行く場合（救援者費用）やその他の救援費用に関しては、家族に支払いをしてもらうことが前提。後で、保険が下りれば保険会社から支払われることは説明する。しかし確約はしない。

・旅行社によっては、事故対策費用保険に加入している場合もある。その場合、救援費用は出る。（治療費は出ない。）

④今後のためになるべく詳細に記録を取っておく。（経過、対応、連絡など）

【帰国後の空港で】

1． ツアー中、甚だしく体調を崩した場合には、イエローカードに記入してもらう（空港の検疫所で相談する）。また、検疫所でもらうカード（検疫所の連絡先）をなくさないよう参加者に伝える。

2． 感染症の中には潜伏期間があるものがあることを伝える。もし、帰国後、異常を感じたら、まず草の根援助運動に連絡をしてもらう。また日常的な病気（例えば、風邪、下痢等）と決めつけず、すぐ検疫所や感染症専門の医療機関に相談してもらう。

３．ツアーの前後に独自に旅行をする参加者がいる場合には、安全の注意（健康管理、感染症、治安）を喚起する。

【帰国後】

１．参加者へのフォローアップ

　ツアー中に体調を崩していた参加者には、帰国後の健康状態を電話等で、フォローアップする。

· 感染症が出た場合

　　本人…疑いがある場合には、まず検疫所で検査し（感染症の情報は検疫所が詳しい）、感染症専門の医療機関に行ってもらう。

　他のツアー参加者…体調チェック、保健所から連絡がいくことを伝える

　旅行社…旅行社に連絡し、対応について指示をあおぐ。（海外旅行傷害保険含む）

２．事後アンケートの実施

　　安全管理に関わる項目も含め、参加者にアンケートを取る。

３．記録を取る

　　今後のために、ツアー中に生じた問題、その対処方法、改善すべき点等、記録を取っておく。

緊急時の連絡体制（案）

※最初の連絡　引率者→旅行社

保険会社（日本・現地）

　　　　　　　　

　　　　　旅行社（担当：　　）　　参加者の家族

引率者　　　　　　　　　　　

　　　　　参加者の家族（内部者の場合は引率者からも連絡する）


P2国内連絡先（担当：　　　）

· 参加者の家族への窓口は一本にする。（主催が旅行社の場合は旅行社）

必要に応じて、国内連絡先や現地引率者から連絡をする。
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2005/7/14作成
　　　　　　　　健康アンケート

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20　　年　　月　　日記入

氏名　　　　　　　　　　　　血液型　　　　生年月日　　　　　　　　　　　　　（才）

身長　　　　　　　体重　　　　　　平熱

脈拍　　　　　　　回/1分　　　　　血圧　高　　　～低

ご健康状態について

現在自覚している症状はありますか。

最近２ヶ月の間に病気をされたことがありますか（風邪など、どんな些細なことでもご記入ください。）

今までに診断された病気があれば丸印を付け、その時の年齢をご記入ください。

（病気のリスト）

現在服用中の薬があればご記入ください。（英語で併記）

喫煙歴　１日　　本×　　年

飲酒歴　（主に何を、どれくらいの量、何年間）

アレルギーがあればお書きください。

薬

食べ物

予防接種歴（参考：母子手帳、予防接種記録）

· お願い

現在、治療中の病気や常用するお薬のある方は、「英文薬剤証明書」や「旅行用英文診断書」を作成し、旅行中、常に携帯されることをお勧めします。いずれも現地の医療機関に受診することになった場合、非常に重要です。

ご自身の危機管理の一貫として、検討されるようお願い致します。
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